共同募金配分金による社協助成要綱

　（目的）

第１条　この要綱は、亀山市内における各種福祉団体等で、福祉的活動事業を行い、他から助成等を受けることが困難な者に対し、三重県共同募金会からの配分金をもって助成することにより、地域福祉の増進を図ることを目的とする。

（助成の対象）

第2条  助成の対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、社会福祉の先駆的開発的

事業並びに地域住民のニーズに基づく地域福祉・在宅福祉サービス事業で、助成事業を

行う者（以下「助成事業者」という。）が、直接実施する事業の経費に充当することを原則とする。

　（助成の基準）

第３条　助成事業は、先駆的・開発的事業及び他から助成等を受けることが困難な事業を優先するが、次の各号の１に該当する経費に対しては行わない。

（１）役員会、総会、大会経費及び職員の人件費等、団体等の運営に要する経費

（２）２県以上にまたがる地区を対象とした大会や会議に要する経費

（３）他団体から委託を受けた事業の経費補填

（４）その他、社会福祉を目的とする事業と認めがたい事業の経費

（助成金の額）

第４条　助成金の額は、あらかじめ亀山市社会福祉協議会理事会の審議を経て、亀山市社会福祉協議会会長が決定する。

　（助成金交付規程の適用）

第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の申込、交付その他助成金に関する基本的な
事項については、社会福祉法人亀山市社会福祉協議会助成金交付規程（平成１７年規程第１３号）の定めるところによる。

　　　

附　則

　この要綱は、平成１７年１月１１日から施行する。

